
水路測量関係規則集水路測量関係規則集水路測量関係規則集水路測量関係規則集（（（（平成平成平成平成 15151515年年年年 4444月月月月））））修正内容修正内容修正内容修正内容    
 

P4 ２ 都道府県知事は、漁業法（昭和 24年法律第 267 号）第 10条若しくは第 22条の規定  に基づき、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁場につき免許をしたとき、  又は同法第 65条第 1項若しくは第 2項の規定に基づく都道府県規則により、国土交  大臣の指定する漁業の許可をしたときは、次の事項を海上保安庁長官に通報しなければ  ならない。同法第 37条から第 40条までの規定に基づき漁業権を取り消し又は変更した ときその他通報した事項を変更したときは、これらの事項についても、また同様とする。 
２ 都道府県知事は、漁業法（昭和 24年法律第 267 号）第 10条若しくは第 22条の規定  に基づき、定置漁業若しくは国土交通大臣の指定する共同漁場につき免許をしたとき、  又は同法第 65条第 1項若しくは第 2項の規定に基づく都道府県規則により、国土交  大臣の指定する漁業の許可をしたときは、次の事項を海上保安庁長官に通報しなければ  ならない。同法第 37条から第 40条までの規定に基づき漁業権を取り消し又は変更した ときその他通報した事項を変更したときは、これらの事項についても、また同様とする。 
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水路測量関係規則集水路測量関係規則集水路測量関係規則集水路測量関係規則集（（（（平成平成平成平成 15151515年年年年 4444月月月月））））修正内容修正内容修正内容修正内容    
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P13 表面 第    号

 

写 真 縦 30mm×横 25mm 

写 真 縦 30mm×横 25mm 


